
 

 

 

 

松本市基幹博物館 

建設計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月 

松本市・松本市教育委員会 

 



 

 

 

 



 

 

目次 

 

第１章 松本市基幹博物館建設計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・１ 
１ 建設計画策定の目的 
２ 建設計画策定の経過 
 

第２章 松本市立博物館の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
 １ 設置と沿革 
 ２ 施設概要 
 ３ 事業活動 

 ４ 松本市立博物館及び分館 
 ５ 課題 
 
第３章 施設整備方針 ～松本市立博物館開館 200年を見据えて～・・・・９ 
１ 松本市基幹博物館の位置付け 

  ⑴ 目的 
  ⑵ 性格 
  ⑶ 機能 
２ 施設整備の基本的な考え方 
⑴ 整備のコンセプト 
⑵ 整備の基本方針 

３ 建築設計に当たって 
 ⑴ 敷地条件 

 ⑵ 施設規模 
 ⑶ 建設における留意点 

 
第４章 施設機能と諸室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 
１ 収集・保存機能 
２ 調査・研究機能 
３ 展示・学習支援機能 
⑴ 展示機能 
⑵ 学習支援機能 

４ 交流・情報交換機能 
５ 集客・観光機能 
６ 共用スペース 
７ 施設管理 

８ 附帯施設等 
９ 基幹博物館の諸室構成 
⑴ 機能・諸室構成（概念図） 
⑵ 諸室・設備一覧 

 
 



 

 

 

第５章 開館に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 
１ 今後の整備スケジュール  
２ 博物館整備に伴う留意点  

 
 
資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料編１ 
１ 松本市基幹博物館施設構想策定委員会における、目指すべき博物館につ
いての議論 

２ 市民アンケート 
３ 市民ワークショップ 

⑴ 新しい博物館について みて・考えて・語り合うワークショップ 

⑵ 新しい博物館を考える市民のワークショップ 

４ 所蔵資料の現状 
 ⑴ 所蔵資料の現状 
 ⑵ 所蔵資料の状況（国指定文化財より） 
    



 

 

第 1 章 松本市基幹博物館建設計画の目的 

1 

 

第１章 松本市基幹博物館建設計画の目的 

１ 建設計画策定の目的 

松本市基幹博物館建設計画（以下「建設計画」という。）は、基幹博物

館の整備の基本的な考え方や施設概要等を整理した「松本市基幹博物館施

設構想」（平成２９年３月策定。以下「施設構想」という。）を補完し、建

築及び展示の設計提案に必要なガイドラインを定めることを目的とします。 

なお、本計画は、各分野の専門家等から組織した松本市基幹博物館施設

構想策定委員会からの報告書を基に、松本市が検討した結果をまとめて策

定したものです。 

 

２ 建設計画策定の経過 

松本市立博物館は、明治３９年に松本尋常高等小学校内に設置された

「明治三十七、八年戦役紀念館」に由来する、国内でも有数の長い歴史を

もつ博物館です。当館のその長い歴史は常に市民に支えられ、市民の記憶

装置として松本の歴史を見つめてきました。 

紀念館の設置以降、三度の移転を経た後、昭和４２年１０月に現施設が

松本城二の丸の現在地にて竣工、翌年開館となり、現在に至っています。 

当初は県内でも有数の規模と設備を誇った現施設も、築年数を経て、近

年、老朽化、狭隘化等の諸問題が顕著となりつつあり、また、情報化・バ

リアフリー化・国際化などへの対応も不十分な状態で、施設の改築が博物

館をめぐる課題となってきました。 

また、現施設は、国史跡松本城の中に位置しているため、現在地からの

移転が必要であり、平成１１年９月、「松本城およびその周辺整備計画」に

おいて、初めて現在地からの早期移転が整備目標とされました。翌平成  

１２年６月策定の「松本まるごと博物館構想」において、松本市立博物館

は中核施設（基幹博物館）として位置付けられ、移転・整備することが示

されています。 

基幹博物館整備の機運の高まりの中で、平成２０年３月に松本市基幹博

物館基本構想（以下「基本構想」という。）が、翌２１年３月には松本市基

幹博物館基本計画（以下「基本計画」という。）がそれぞれ策定され、「松

本学」（注 1）の探求を通じて「ひとづくり」、「まちづくり」に寄与する基幹

博物館の機能・性格の整理が進み、建設場所には中心市街地が望ましいと

する要件も提示されました。 
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以降、慎重に建設予定地の選定を進めてきた結果、平成２８年１月市議

会教育民生委員協議会で、移転候補地を松本城三の丸エリアとすること、

平成２８年６月の市議会議員協議会で、松本市営松本城大手門駐車場敷地

を建設予定地に決定し、施設規模（延床面積）は７，０００㎡から      

８，０００㎡までとすることが了承されました。 

こうした基本計画策定後の博物館を取り巻く状況の変化を反映するこ

と等が必要となり、施設整備の基本的な考え方を提示し、基幹博物館の施

設概要を定める施設構想を策定し、更に、その内容を補完し、建築及び展

示の設計提案に必要なガイドラインを定める建設計画の策定に至ったもの

です。 

（注 1） 松本市域で培われた＜人＞＜歴史・文化＞＜自然＞という視点から、地域社

会の移り変わりや人の生き方を総合的に学び、松本の未来を創造する学のこと。 

 

【図１ 建設予定地】 
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第２章 松本市立博物館の現状と課題 

１ 設置と沿革  

⑴ 設置根拠：松本市立博物館条例（平成２４年条例第４号） 

⑵ 所在地：松本市丸の内４番１号 

⑶ 沿革 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

２ 施設概要 

⑴ 施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期 内容 

明治 39年 9月 21日 松本尋常高等小学校内に明治三十七、八年戦役紀念館開館 

昭和 6年 6 月 1日 松本市の管理に移管 

昭和 13年 9月 17日 前年に松本城二の丸に移転し、松本記念館として有料開館 

昭和 23年 2月 11日 地蔵清水に移転し松本市立博物館と改称。山岳・民俗・考古・

歴史・教育の 5 部門を常設展示 

昭和 23年 4月 23日 松本市立博物館管理条例を制定、松本城の管理を職務に編入 

昭和 27年 7月 21日 県下初の博物館法による登録博物館に登録 

昭和 27年 11月 再び二の丸に移転 

昭和 27年 12月 24 日 松本城管理事務所設置、松本城管理事務が分離 

昭和 34年 3月 31日 重要民俗資料（重要有形民俗文化財）収蔵庫を新築 

昭和 43年 4月 20日 博物館本館（現施設）開館（建設工事費 約 2億 8千万円） 

平成 12年 6 月 松本まるごと博物館構想策定 

平成 18年 9月 21日 開館 100 周年 

平成 20年 3 月 松本市基幹博物館基本構想策定 

平成 21年 3 月 松本市基幹博物館基本計画策定 

平成 24年 3 月 松本市立博物館条例を改正し、博物館附属施設を分館に位置

付け、10 月に博物館協議会を設置 

区分 面積等 備考 

建築面積 1,331.53 ㎡  

建物高 14.80m  

構造 鉄筋コンクリート造 

地上 2階  地下 1階 

 

延床面積 3418.30㎡  

展示室面積 1,400.00 ㎡ 常設展示室  １階 507.2㎡ 

地階 339.8㎡ 

特別展示室  2階 553.0㎡ 

収蔵庫面積 298.50㎡ 地階・1階・2階計 

別棟収蔵庫面積 174.95㎡  
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  ⑵ 諸室構成表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 機能詳細 室名 面積 割合 

収集・保存 収蔵庫 地階収蔵庫 118.1 ㎡ 

10.8% 

1 階収蔵庫 49.6㎡ 

2 階収蔵庫 47.0㎡ 

地階倉庫（旧燻蒸室） 14.4㎡ 

地階倉庫（旧暗室） 9.0㎡ 

事務室下倉庫 60.4㎡ 

地階書庫 16.5㎡ 

 荷解室 54.4㎡ 

小計  369.4 ㎡ 

調査・研究 研究室 （研究図書室に含む） 0 ㎡ 
0.0% 

小計  0 ㎡ 

展示 常設展示室 地階展示室 339.8 ㎡ 

41.0% 
1 階展示室 507.2 ㎡ 

特別展示室 2 階展示室 553.0 ㎡ 

小計  1400.0 ㎡ 

学習支援  講堂 161.3 ㎡ 
4.7% 

小計  161.3 ㎡ 

サービス  受付・売店 38.8㎡ 
１.1% 

小計  38.8 ㎡ 

共用スペース  搭屋 19.8㎡ 

26.4%  その他 881.5 ㎡ 

小計  901.3 ㎡ 

施設管理  館長室 29.8㎡ 

16.0% 

事務室（庶務） 46.1㎡ 

研究図書室（学芸） 138.2 ㎡ 

技師室 13.5㎡ 

機械室 170.9 ㎡ 

電気室 34.5㎡ 

その他倉庫 114.5 ㎡ 

小計  547.5 ㎡ 

合計  3418.3 ㎡ 100.0% 

■重要有形民俗文化財収蔵庫 

収集・保存 収蔵庫 収蔵庫 153.0 ㎡ 
87.5％ 

小計  153.0 ㎡ 

共用  その他 21.95 ㎡ 
12.5％ 

小計  21.95 ㎡ 

合計  174.95 ㎡ 100.0％ 
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⑶ 主な所蔵資料 

・国重要文化財孔雀文磬 １点（昭和３４年指定） 

・国重要有形民俗文化財「七夕人形コレクション」 ４５点（昭和３０

年指定） 

・国重要有形民俗文化財「民間信仰資料コレクション」 ２９３点（昭

和３４年指定） 

・国重要有形民俗文化財「農耕用具コレクション」 ７９点（昭和３４

年指定） 

・胡桃沢コレクション 約１３，０００点＋整理中資料約１００箱（受

入継続中） 

・石曽根民郎関係資料 約１７，０００点＋整理中資料７５箱 

・赤羽鉄砲コレクション（松本城鉄砲蔵） 約９８０点 

・戸田家資料（松本城寄託） 約１，１００点 

・所蔵資料概数 

総記 考古 歴史 民俗 美術 その他 合計 

9,000 点 23,100点 23,200点 37,000点 3,700 点 20,000点 116,000点 

・図書資料概数 約４８，０００冊 

 

３ 事業活動 

  平成１２年度に策定した松本まるごと博物館構想に基づき、市域全体

を屋根のない博物館と捉え、自然・文化遺産を積極的に活用するため、

分館とともに学都松本を支える博物館として、「ひとづくり」、「まちづく

り」に寄与するため、市民と協働で博物館活動を推進しています。 

  常設展を始め、特別展の開催、刊行物の編集・発行、学都松本・博物

館「勧館楽学」対談、「復活 話をきく会」、特別展に関連した講座・講

演会を開催しています。市民学芸員養成講座の修了生からなる市民学芸

員の会と協働して、展示解説・体験学習指導も行っています。 
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４ 松本市立博物館及び分館 

№ 施設名 主な収蔵資料 備考 

1 松本市立博物館 考古・歴史・民俗 松本まるごと博物館本館・中核施設 

2 
重要文化財 

旧開智学校校舎 

文化財建造物・教

育・歴史 

旧市立開智小学校校舎の保存・転用 

（昭和 24年に重要美術品、36年に重要文化財指定） 

3 松本民芸館 美術・工芸 昭和 37年個人創館、敷地・建物・コレクションを市に寄附 

4 松本市立考古博物館 考古 中山考古館（旧中山村考古館）を廃止、新築 

5 松本市はかり資料館 
産業・機械（度量

衡） 

当初、旧度量衡店を転用して開館、建物・度量衡資料を市に

寄附 

平成 22年に旧三松屋蔵座敷を移築 

6 松本市旧司祭館 文化財建造物 市に寄附、移築、長野県宝 

7 窪田空穂記念館 文学 
窪田空穂は歌人・文学者、空穂会の協力を得て新築、生家を

市に寄附 

8 旧制高等学校記念館 教育・歴史・文学 
全国の旧制高等学校ＯＢらの協力を得て新築、前身は旧制松

本高等学校記念館 

9 重要文化財馬場家住宅 
文化財建造物・歴

史・民俗 

江戸時代末期建築の民家、屋敷地西半分と所在建造物 6棟

を市に寄附 

10 松本市歴史の里 
文化財建造物・歴

史 

旧長野地方裁判所松本支部庁舎は長野県宝、工女宿宝来

屋は市重要文化財 

旧財団法人が建造物 6棟・資料を市に寄附 

11 松本市時計博物館 産業・機械（時計） 
本田（古時計）コレクションを本館から移管、中心市街地に新

築 

12 松本市四賀化石館 
自然（地質・古生

物） 
旧四賀村立、合併時に市に移管 

13 松本市安曇資料館 歴史・民俗 旧安曇村立、合併時に市に移管 

14 松本市山と自然博物館 
山岳・自然（生物・

環境） 

アルプス山岳館を廃止、自然・山岳資料を本館から移管、新

築 

15 松本市高橋家住宅 
文化財建造物・歴

史 

江戸時代中期建築の武家住宅、建造物を市に寄附、市重要

文化財 

 

５ 課題 

⑴ 現地での施設増改築が困難 

現施設は国史跡内にありますが、文化庁の方針として史跡の時代等に

関連しないものが史跡内に存在することは本来避けるべきであるとされ

ており、増改築が困難となっています。 

⑵ 建物・設備の老朽化 

展示技術、情報提供技術など、博物館にかかわる様々な技術が進歩し

活用される中、現在の建物、設備では、情報化などの技術進歩に対応す

ることが難しく、収蔵や展示のスペースの温湿度管理も万全とは言えな

い状況です。 

このような状況下では、傷みにくい限られた資料を選んで展示せざる

を得ず、そのことが展示更新の頻度の低さ、「いつ行っても同じ展示であ
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る」といった市民の評価につながってしまっています。 

⑶ 建物の狭隘化 

現施設では、平成２９年１月現在、約１１６，０００点の資料と約  

４８，０００冊の図書資料を収蔵しています。 

現在も市民からの寄贈申し入れがありますが、収蔵スペース不足のた

め充分に応じられない現状にあります。資料の増加に伴い、収蔵スペー

ス不足が顕在化し、講堂や展示室、その他旧学校校舎を資料収蔵スペー

スに充てている状況です。 

こうした状況は、市民による積極的な生涯学習の場として提供できる

十分なスペースが用意できないことにもつながっており、市民のための

博物館として解決しなければならない課題となっています。 

⑷ ユニバーサルデザインへの対応 

現在の施設は、エレベーターやトイレ、床のタイルの細かな段差など、

障害者や高齢者、子どもなど様々な来館者層に対応できる設備になって

いません。 

また、平成２５年３月に示された「観光立国実現に向けた多言語対応

の改善・強化のためのガイドライン」（国土交通省・観光庁）や平成２８

年７月に提言された「文化財の英語解説のあり方について」といった指

針等に基づいた国際化への対応が十分に行われていません。 

来館するすべての人たちに不便を感じさせず、松本の魅力を誤りなく

伝えるためのユニバーサルデザイン化が求められています。 
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第３章 施設整備方針 

～松本市立博物館開館 200年を見据えて～ 
 

【図２ 基幹博物館の位置付けと施設整備の基本的な考え方】 

 

１ 松本市基幹博物館の位置付け 

⑴ 目的 

社会の成熟化とともに生涯学習ニーズは高まっており、市民による地

域学習・研究活動がさかんに行われています。 

地域を知ることは、松本の大切な歴史・文化を探求し伝承していくこ

とのみならず、活力ある地域のあり方を考え、つくり出し、ひいては学

都・松本の輝きを生み出していくことになります。「学ぶ」ことが日常生

活の中に自然に溶け込むことは、市民一人ひとりの人生の質を高め、生

きがいにもつながります。 
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「ひとづくり」「まちづくり」 

郷土松本を担うひとをつくる 

・郷土松本の＜人＞＜歴史・文化＞＜自然＞を理解するひと 
・郷土松本に愛着と誇りを持つひと 
・郷土松本の未来を考え、行動するひと 

心豊かに夢がふくらみ育つまちをつくる 

・明日を担う子どもの生きる力を育むまち 
・いつでも楽しく学べる場と機会を提供し、人と人がつながるまち 
・多様で特色ある豊かな文化芸術が花開くまち 
・熱気と活気にあふれ輝くまち 

 

したがって、松本の明日を考える上で、郷土を知り、考え、つくり出

していく人材を育むことは何よりも大切です。 

そのため、松本市立博物館は過去１１０年を超える活動実績と成果を

継承しながら、地域文化の振興・育成を力強く進め、郷土松本を担うひ

とをつくる「ひとづくり」と、心豊かに夢がふくらみ育つまちをつくる

「まちづくり」を支え・助ける、松本オリジナルの博物館を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 性格 

基幹博物館の目的を達成するために、四つの性格をもたせます。 

   ア 調査研究型ミュージアム 

    (ｱ) 学芸員が中心となって松本学の調査研究を推進します。 

    (ｲ) 松本市は国宝松本城天守を始めとする歴史遺産や、伝統行事、祭

礼など無形文化財を含む民俗文化が豊かに継承されています。この

財産を調査研究するとともに、多様な成果を蓄積し、市民と一体と

なって次世代へ確実に伝承します。 

   イ 交流型ミュージアム 

    (ｱ) 市民が集い、活動を通して交流する博物館とします。地域間交流、

世代間交流など、人と人との心が通う交流を実現します。 

    (ｲ) ホスピタリティにあふれたビジターセンターとして市民と観光

客が触れ合い、理解し合う場とします。 

    (ｳ) 博物館の利用法、博物館での過ごし方・楽しみ方などについて気

軽に相談できるようにします。博物館を熟知した“コンシェルジュ”

のような人材を充てて適切なアドバイスを行います。 

   ウ 学習型ミュージアム 

    (ｱ) 市民誰もが楽しみながら継続的に学習活動を行う場とし、自分自

身で学習テーマを設定して行う学習を支援します。 
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    (ｲ) 松本学の探求や松本まるごと博物館の活性化を図るため、大学等

研究機関による協力・支援体制を構築します。 

   エ キャリア支援型ミュージアム 

    (ｱ) 個人のキャリア（注 1）に資する学習・交流の場であるとともに、達

成感や生きがいを感じ、自己実現に向けた歩みを進められるよう支

援します。 

    (ｲ) 博物館が持つ資源、場、人、事業を動員し、市民の地域活動の支

援や地域での課題を解決する支援をします。 

    (ｳ) 他の博物館や生涯学習施設、学校などと連携し、習得した技・知

恵・ノウハウなどを「ひとづくり」、「まちづくり」に還元します。 

（注 1） 人の生き方・生きがい、自己実現の方法、生きることや働くことの価値付

けのこと。 

⑶ 機能 

博物館はこれまで一般的に、「収集・保存」、「調査・研究」、「教育普及」

の三つの機能を持つものとされてきました。 

平成１９年に文部科学省の審議会が提出した「新しい時代の博物館制

度の在り方について」では、これからの博物館は人々の学習要求の多様

化・高度化や社会の進展・変化に対応し、更に積極的な役割を果たすこ

とが期待されているとし、博物館活動の基盤を強化し、交流、市民参画・

連携する学習支援機関としての役割の充実がこれからの博物館の望まし

い在り方であると記しています。 

また、同年には観光立国推進基本法も施行され、地方自治体の基本計

画も観光を地域政策の核に位置付けるものが増えてきています。人口減

少社会を迎えたことにより本格的に交流人口の拡大の必要性が指摘され

ており、地域資源を保存し掘り起こしてきた博物館には、観光ニーズに

応える拠点としての役割も求められるようになっています。 

現博物館の課題の解消や、こうした博物館に対する社会状況の変化に対

応し、基幹博物館の目的を達成するためには、これまで博物館が担ってき

た従来機能を充実させた上で、更に新たな機能を設ける必要があります。 

ア 基幹博物館の従来機能 

現博物館が備える従来機能として、「収集・保存」、「調査・研究」、

「展示・学習支援」の三つの機能が挙げられます。 

・ 収集・保存機能では、資料を守る適切な環境と設備の充実を図りま 

す。 

・ 調査・研究機能では、研究活動を支える環境と設備の充実を図りま 

す。 
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・ 展示・学習支援機能では、「松本学」の探求拠点としてふさわしい

展示とともに、市民の学習を支援する環境と設備の充実を図ります。 

イ 基幹博物館の新機能 

基幹博物館では、新たに「交流・情報交換」、「集客・観光」の二つ

の機能を持たせて、時代のニーズに即した博物館の実現を図ります。 

・ 交流・情報交換機能では、博物館サポーターなど市民のための活動

場所を設けるなど、市民協働の拠点とします。 

・ 集客・観光機能では、博物館オリジナル商品や松本の伝統工芸品等

を扱うミュージアムショップなど、市民が気軽に立ち寄れる場を設け

ます。また、導入展示室で現在の松本の歴史・文化・自然を紹介する

ことで、市内周遊に役立つ情報提供の場としての機能の充実も図りま

す。 

 

【図３ 基幹博物館の機能構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設整備の基本的な考え方 

松本市基幹博物館の目的を実現するために、下記のコンセプトと基本方

針を定め、整備を進めます。 

⑴ 整備のコンセプト 

「松本学」を探求し、「松本の未来」を創造する 

先人が築き守り育ててきた「いいまち・松本」に暮らすことの誇りを

知り・考え・共有し（松本学の探求）、その誇りを次世代に引き継ぐ（松

本の未来の創造）責任を持って、施設の整備に取り組みます。 

松本市 
基幹博物館 

これまでの博物館が備えてきた従来機能 

これからの基幹博物館が備える新機能 

収集・ 
保存 

交流・ 
情報交換 

集客・ 
観光 

展示・ 
学習支援 

調査・ 
研究 
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⑵ 整備の基本方針 

ア ふかめる 

～「松本学」の探求拠点として、松本に対する理解を深める～ 

市民による活発な地域学習・研究活動の受け皿として、それらの活

動を深めます。 

松本の大切な歴史や文化を探求し伝承するとともに、活力ある地域

の在り方を考え、つくり出します。 

三ガク都・松本の輝きを生み出していきます。 

松本への理解を深めることで、市民の郷土に対する愛着や誇りの醸

成につながる施設整備を目指します。 

イ はぐくむ 

～地域に根差した博物館として、松本の“ひと”と“まち”を育む～ 

郷土松本の<人><歴史・文化><自然>を理解し、郷土松本に愛情と誇

りをもち、郷土松本の未来を考え、行動するひとを育みます。 

いつでも楽しく学べる機会を提供し、子どもたちの生きる力を育み

ます。 

多様で特色ある豊かな文化芸術が花開くまち、熱気と活気にあふれ

輝くまちの実現につなげます。 

ウ つなげる 

～新たな交流・連携拠点として、“ひと”と“もの”と“こと”を繋げる～ 

個人のキャリアに資するための学習の場として、達成感や生きがい

を感じ、自己実現に向けた歩みを支援します。 

松本まるごと博物館の中核施設として、他の市内の博物館との連携

を図り、市内博物館の活動や成果を発信して、市内博物館の活性化に

つなげます。 

「松本学」を中心とした市民同士の交流の促進、また市民と観光客

との交流も生み出していきます。 

市内全域の歴史や文化の魅力を発信し、市内散策・観光へ誘います。 
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３ 建築設計に当たって 

  ⑴ 敷地条件 

所 在 地 松本市大手 3丁目 

敷地面積 3,868㎡ 

用途地域 商業地域 

容 積 率 400％ 

建ぺい率 80％ 

防火地域 防火・準防火地域 

高さ制限 
松本市景観計画では 29.4ｍとされるが、地元協定（お城周辺地

区第 2ブロックまちづくり協定）により 18ｍ 

⑵ 施設規模 

建設する施設の規模（延床面積）は、以下のとおりとします。 

施設規模 7,000㎡～8,000㎡ 

また、施設の想定される垂直方向の広がり（施設階層）については、松

本市基幹博物館施設構想策定委員会において、３階層と４階層の２案に

ついて検討し、以下のとおり整理しています。 

なお、地階については原則として設けないこととします。 

 模式図 メリット デメリット 

3

階

層 

 ・ 垂直方向の移動が少な

くて済み、来館者動線、

管理動線、資料動線とも

に効率的となる。 

・ 建築の最高高さの中で

も十分な階高の確保が

可能 

・ 水平方向の移動が大

きい。 

・ 埋蔵文化財の発掘調

査範囲が増加する。 

・ 広場面積が減少する。 

4

階

層 

 ・ 水平方向の移動が少な

い。 

・ 埋蔵文化財の発掘調査

範囲が減少する。 

・ 広場面積を拡大するこ

とが可能 

・ 建築の最高高さによ

り、天井高さが 3ｍ程度

しか確保できず障害と

なる。 

・ 垂直方向の移動が多

く必要となり、来館者

動線、管理動線、資料

動線ともに非効率的と

なる。 

３階層 

４階層 
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⑶ 建設における留意点 

基幹博物館の目的を実現し、備えるべき機能を十分に果たすために、

以下の点に留意し建築設計を行います。 

 ア 博物館建設全体に係る設計の留意点 

・ 博物館の整備は、当該地区の今後のまちづくりの指針を示した、

松本城三の丸地区整備基本方針に沿って、整備を行う。 

・ 自然エネルギーの利用、消費エネルギーの節約に努め、建物の生

涯コスト（建設費用及び開館後の管理運営費用）の削減に心掛ける

とともに、環境に配慮した施設設計を行う。 

・ 建物は、国宝松本城天守など歴史的建造物が集積する本市の歴史

的特色を踏まえるとともに、松本市景観条例（平成２０年条例第３

号）、お城周辺地区第２ブロックまちづくり協定に則り、三の丸地

区の落ち着いた風情を損なわないように、周辺の都市環境との調和

に配慮する。 

・ 建築デザインは、デザイン自体が魅力を持ち続け、将来のまちづ

くりを先導し、松本らしさとして次代に残るようなデザインとする。 

・ 建築計画に当たっては、外観だけでなく建物内部から屋外を見た

際の景観にも配慮する。 

・ 基幹博物館として、文化庁の指針、基準等に基づいた設備等を整

備し、市民の宝を次代に確実に引き継ぐとともに、天災・人災に対

して充分に備えた安全・安心な博物館を整備する。特に、震災に対

しては免震構造あるいは免震装置などの導入を検討し、災害時には

市民・利用者・観光客などの一時的な退避スペースとして活用でき

るとともに、近隣博物館等の資料の一時保管場所となることも視野

に入れ、堅牢な施設と空間の確保を念頭に設計を行う。 

・ 学芸員の調査・研究の蓄積を、市民も自由に活用できる部屋を設

け、市民が利用しやすい、開かれた博物館となる設計を行う。 

・ 基幹博物館の目的を達成するための効果的手法の一つとして、各

機能の中でデジタルコンテンツ（注 1）を導入する。 

・ ユニバーサルデザインにより、障害者、高齢者、子ども、外国人

を含むすべての人が等しく利用できる施設となるよう配慮する。 

・ 市民が気軽に普段着で立ち寄れ親しみの持てる建築となる設計を

行う。 

・ 駐車場については、建設予定地が松本市次世代交通政策実行計画

（平成２７年）で自動車に過度に依存しないまちづくりの重点取組

地区となっていることなどを踏まえ、周辺駐車場の利用を前提に、



 

 

第３章 施設整備方針 

16 

 

原則として設けない。 

 （注 1） デジタルデータで表現された文章、音楽、画像、映像、データベース、又

はそれらを組み合わせた情報の集合 

 イ 構造設備に係る事項 

  (ｱ) 構造 

・ 建物は、耐火・耐震構造とする。 

・ 建物に地下部分を設けた場合は、底盤に防水措置を施し、外壁

の防水措置は地下部分だけではなく地表面よりやや上まで施す。 

・ 陸屋根の場合には完全な防水措置を施し、排水口の掃除などの

維持管理が容易に行えるように考慮する。 

・ 博物館施設が同一の建物内で他の施設と併設して設置される場

合は、建築上、博物館施設の防火・防犯区画を画然とし、他の施

設部分と隔絶する。また、博物館施設専用の出入口を設け、作品・

資料等の搬出入経路が明確で、防火・防犯上に支障のないように

し、空調・電気・消火設備等が独立して機能するよう設計する。 

・ 博物館施設が同一の建物内で商業施設と併設して設置される場

合は、上記事項を充足するとともに、文化的展観を行う専用施設

として商業施設と隔絶し（避難通路を除く。）、出入口は展示施設

の専用口とする。 

・ 空調設備は、四季を通じて温度と相対湿度を調整できるものを

採用し、防火・防犯設備は、人の安全と資料の安全に配慮したも

のとする。 

  (ｲ) 諸室配置 

・ 文化庁の指針及び基準等を踏まえ、基幹博物館全体の設計に係

る留意事項を以下のとおり挙げる。 

・ 展覧区画、保存区画、管理区画を明確に分ける（各区画の動線

に注意する）。 

・ 収蔵庫・展示室等各部屋の配置に当たっては、博物館資料の移

動を安全かつ機能的に行えるように、複雑な動線や段差・傾斜な

どを避ける。 

・ 収蔵庫・展示室は、適正な保存環境が保てる部屋とし、外部の

環境から影響を極力受けにくい設計とする。また、地下水や日射

の影響を避けるため、地階・最上階・南西に面する位置に配置し

ないことが望ましい。 

・ 諸室全体の面積を検討する際は、展示室・収蔵庫の広さを十分

に確保することを考慮する。 

  (ｳ) 防火・防犯 

・ 防火・防犯区画は建築上、明確に区分し、他の施設部分と隔絶
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させる。 

・ 資料が置かれる収蔵庫・展示室の防火区画は、個々に完全な独

立区画とする。 

・ 保存区画、管理区画については、防火・防犯に係る管理を十分

に行う。 

・ 消火設備の種類は、展示区画、保存区画、管理区画の環境に合

せて、それぞれに適したものを選ぶ（保存中心の環境か人間中心

の環境かによって消火設備を検討）。 

・ 消火設備は、各区画が独立して機能するようにする。 

  (ｴ) 空調照明等設備 

・ 空調設備は、四季を通じて温度と相対湿度を調整できるものを

採用する。 

・ 空調・電気設備等は独立して機能するようにする。 

・ 空調系統は、展示室と収蔵庫とに分離する。特に、収蔵庫の内

部についても、資料の材質等に応じて分離することが望ましい。 

・ 収蔵庫の空調は、庫内だけではなく、二重壁内の空気層にも行

うように配慮する。 

・ 騒音・振動を発生する設備機器は、展示室及び撮影を行う予定

の部屋の近くには設置しない。 

・ 資料が置かれる空間には、紫外線除去を施した蛍光灯やＬＥＤ

灯などの紫外線を出さない光源を用い、温度上昇を避けるととも

に、資料の材質に応じて調光可能な装置を備える。 

ウ 関連する上位計画や法令等に係る事項 

     下記に掲げる関連計画等、本事業実施に関連する法令等を尊重し整

備を進める。 

(ｱ) 上位計画 

・ 松本市第１０次基本計画（平成２８年８月） 

・ 松本市教育振興基本計画（平成２４年３月） 

・ 松本城三の丸地区整備基本方針（平成２７年３月） 

・ 松本市基幹博物館施設構想（平成２９年３月） 

・ 松本市基幹博物館基本計画（平成２１年３月） 

・ 松本市基幹博物館基本構想（平成２０年３月） 

・ 松本まるごと博物館構想（平成１２年６月） 

(ｲ) 関連法規 

・ 建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号） 

・ 消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号） 
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・ 博物館法（昭和２６年１２月１日法律第２８５号） 

・ 建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号） 

・ 屋外広告物法（昭和２４年６月３日法律第１８９号） 

・ 下水道法（昭和３３年４月２４日法律第７９号） 

・ 水道法（昭和３２年６月１５日法律第１７７号） 

・ 騒音規制法（昭和４３年６月１０日法律第９８号） 

・ 駐車場法（昭和３２年５月１６日法律第１０６号） 

・ 大気汚染防止法（昭和４３年６月１０日法律第９７号） 

・ 長野県建築基準条例（昭和４６年７月１３日条例第４０号） 

・ 松本市中高層建築物の建築に係る良好な近隣関係の保持に関す

る条例（平成１７年１２月２１日条例第１９３号） 

(ｳ) 文化庁指針 

・ 文化財公開施設の計画に関する指針（平成７年８月文化庁文化

財保護部長） 

(ｴ) 適用基準 

・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（最新版） 

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版） 

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版） 

・ 建築工事標準仕様書（最新版） 

・ 建築設計基準（最新版） 

・ 建築構造設計基準（最新版） 

・ 建築鉄骨設計基準（最新版） 

・ 構内舗装・排水設計基準（最新版） 

・ 建築設備設計基準（最新版） 

・ 公共建築工事積算基準（最新版） 

・ 建築数量積算基準（最新版） 

・ 建築設備数量積算基準（最新版） 

・ 官庁施設の総合耐震計画基準（最新版） 

(ｵ) その他関連する法令・計画等 
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第４章 施設機能と諸室 

１ 収集・保存機能 

博物館における資料や情報の収集・保存は、博物館機能の根幹をなすも

のです。基幹博物館では、次代に残すべき松本市民の宝となる資料や情報

を計画的かつ継続的に収集し、適切な環境下で長く保存する、市民の「蔵」

として位置付けます。 

資料を良好な状態で保存するために、資料管理方針（下表）に基づき、

最適な空調設備と消火設備等の整った収蔵庫を設け、資料の材質・状態に

応じて適切に管理・保管します。また、限られた収蔵スペースの有効活用

を図るとともに、外部の収蔵施設を含め、長期的視野に立った収蔵計画を構

築します。 

収蔵庫は、外気の影響を受けにくい環境と温湿度管理ができる設備を整

備した上で、温湿度管理を別にする必要がある資料は、保管ケース等に収

納し調湿剤等による管理をするものとします。 

【資料管理方針】 

基幹博物館では、地域の遺産を現地で保存し、資源として活用を図る「松本まるごと博物館構

想」を踏まえ、また、図書館や文書館、美術館等関連施設との機能分担を図りながら、下記の諸

点から資料の収蔵を行います。 

⑴ 希少性が特に高い資料 

⑵ 温湿度管理が必要な資料 

⑶ 基幹博物館の収集・保存機能以外の４機能での展開・活用が期待される資料 

 

なお、資料を保管する場所の環境が一定基準を満たさない場合も、資料の収蔵を行います。 

 

２ 調査・研究機能 

博物館では、収蔵資料を調査・研究し、その中で得られた学術的成果は、

資料の展示解説や講座・講演会事業の中で市民に公開していきます。基幹

博物館では、松本の未来を創造する「松本学」の探求拠点にふさわしい充

実した調査研究活動を行うため、十分な広さを備えた調査研究室、資料室

等の調査・研究活動を重視します。 

学芸員のほか、市民協働や大学等の研究機関とも連携して行う十分な広

さを備え、かつ設備面でも充実した調査研究室や資料室との調査・研究機



 

 

第４章 施設機能と諸室 

20 

 

能を整備します。また、事務室と隣接させ、事務機能との密接な連携を可

能にします。 

更に、収蔵資料のデータベース化と共有化を進め、レファレンスサービ

スの向上と資料の積極的な活用に努めます。 

 

３ 展示・学習支援機能 

⑴ 展示機能 

博物館では、収蔵資料を展示公開することにより、市民が歴史・文化・

自然を学ぶ機会を提供します。基幹博物館では、郷土松本を担う「ひと

づくり」と心豊かに夢がふくらみ育つ「まちづくり」に寄与する、松本

学の探求拠点としてふさわしい展示を行います。 

松本市民、松本市への来訪者を対象とし、小学校高学年程度が無理な

く理解できる展示内容とします。 

更に、従来の見せる展示から、利用者が疑問を持ち、自ら考え継続的

に学び行動する「ひとづくり」、キャリア支援となる展示のあり方を検討

します。また、展示とレファレンス機能を連携させることにより、利用

者の学びを支援します。 

常設展示室、特別展示室に加え、未就学児童から小学校低学年の児童

が遊びや体験の中から「発見することの喜び」を感じられる子ども向け

展示室を整備します。 

現在の松本の歴史・文化・自然を紹介するインフォメーションの場と

して、導入展示室を整備します。 

市民の研究活動成果が展示できるスペースを整備します。 
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 【図４ 展示構成図（案）】 
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【参考】全体展示計画案 

施設構想策定委員会において提案した展示案を一例として示したものです。 

１ 各展示室の基本的な考え方 

⑴ 導入展示 「（仮称）マツもっと」展示 

・ 『松本まるごと博物館ガイドブック』等の記載内容をベースに、その時々の松本の今を発信する

展示とします。 

・ 常設展示の導入展示と位置付けるとともに、まるごと博物館の紹介も行います。 

・ 松本の歴史・文化、自然などの情報に加え、一般的な観光情報も提供します。 

・ 各分館の専門分野・特徴を紹介する分館のガイダンスセンターを備えます。 

・ 博物館の導入としての魅力を高めるために、大型映像やプロジェクションマッピング等による演

出やシンボルディスプレイ等の設置も検討します（ただし、活用に当たっては、情報や機器の更

新性に留意）。 

・ 基本的な情報は、ジオラマやレプリカを活用しながらグラフィックパネルでの解説を行います。 

・ 最新の情報及びその更新性を重視します。 

⑵ 常設展示 

・ 現在の「通史展示」と「民俗展示」に分かれている常設展示から、松本学の対象とする＜人

＞＜歴史・文化＞＜自然＞の中から、松本市の特徴をテーマ別に紹介する展示（テーマ展

示）を採用します。 

・ 松本学を探求する基幹博物館として、融合的（総合的）な展示構成とします。 

・ 各テーマでは紹介できない部分については、企画展示や特別展示あるいは分館の展示で対

応することとします。 

・ 展示更新の利便性を考慮し、テーマごとに展示空間を区画します。また、扱うテーマにより、

最適なスペースや区画を検討します。 

・ 実物資料に加えて、一部ジオラマ・レプリカ・映像等の展示手法を活用した分かりやすい展示

とします。 

・ 各展示テーマにおいて、未来に向けた問いかけや「ひとづくり」、「まちづくり」にかかわる投げかけ

をします。 

⑶ 特別展示・企画展示 

・ 「特別展示」として、比較的大規模な展示や他館との共同展示、全国巡回展、共同調査・

研究の成果発表展などを開催します。 

・ 「企画展示」として、比較的小規模、館独自の展示、常設展示の一部を更に深める展示、

学芸員の調査・研究成果を公開する展示、館のコレクションや特に貴重な収蔵品等を特別公

開する展示などを行います。 

・ 「特別展示」として大型の全国巡回展等を開催する際は、大中小すべての特別展示・企画

展示室を利用します。 
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【参考】全体展示計画案 

 

・ 会場準備～展覧会期間～撤収期間以外の使用しない期間について、空間の広さを活かし

た副次的な利用を想定した設備設計を行います。 

例：被災文化財（隣接自治体含む）の仮保管等 

⑷ 市民ギャラリー展示 

・ 来館したことが無い市民の来訪のきっかけづくりとして必要ではあるが、建設予定地の周辺の

状況（M ウィングや松本市美術館の貸室）や文化財 IPM 管理の観点から、共用スペースを

活用し行うものとします。 

・ 市民ギャラリー展示スペースでは、館蔵資料の展示は行わず、市民が主体的に利用できるも

のとします。 

・ 基本計画の位置付け（博物館と連携した活動の成果発表）に沿いながら、児童・生徒・

学生層の博物館利用のきっかけづくりとして、学校活動の受皿としても活用します。 

⑸ 子ども向け展示「（仮称）親子の博物縁（ハクブツエン）」展示 

・ 広く市民を対象とし松本市が進める子どもにやさしいまちづくり、子育て支援に寄与するため、

「静かに鑑賞しなければならない」と認識され、これまで利用を敬遠されがちだった子育て中の親

子も楽しめる空間として設置します。 

・ 子どもに「発見する」「気づく」喜びを伝え、「学ぶ」楽しさを体感してもらうなど、キャリア支援に

つながる展示とします。 

・ 子どもの成長に合わせて、「親子の博物縁」から常設展示室、特別展示室へとステップアップ

を図る、子どもの成長とともにある展示を目指します。 

・ 親子の対話を促し親子で一緒に過ごせる、子育て支援（親支援）の場としての利用にも配

慮します。 

・ 展示全体の対象年齢より年少の、未就学児～小学校３年生（低学年）程度を対象とし

ます。 

[展示内容（例）] 

・ 松本の歴史的な特徴や文化遺産をモチーフにした遊びや体験（城下町迷路、仁王尊股くぐり等） 

・ 昔のくらし導入編（黒電話・柱時計・遊び（コマ、百人一首、メンコ等）） 

・ 県産材（できれば市内）を使った積み木 

・ 貸衣裳（貫頭衣、陣羽織、甲冑、婚礼衣装、消防、警察など） 等 

⑹ 博物館活動（博物館の日常）展示 

・ 博物館が何をやっているところで、どういう人が働いているか「見える化」し、市民理解を得やす

い環境をつくため、これまで展示機能として位置付けられていない諸室を展示空間として位置

付け、「何をやっているのかわからない」から「何かやっている」へ転換を図ります。 

・ 収蔵庫と事務室の一部を活用して実施します。 

・ 収蔵庫では、庫内の一部の壁にのぞき窓を設け、収蔵状況が見えるようにするなど、収蔵庫 
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【参考】全体展示計画案 

 

 の“見える化”を図ります。 

・ 庶務・事業（学芸）担当ともに、職員の様子が来館者からうかがえるようにすることが望まし

いですが、事務室等の見える化はセキュリティ上や光熱費コスト上の観点を十分に検討した上

で実施するかを検討します。なお、レファレンスは、図書・情報室で行います。 

 

２ 常設展示のテーマ案 

 分館や松本城天守の展示と関連性を持ちながら、分館を始め松本まるごと博物館へ誘うこと

を視野に入れて下記の展示を行います。 

⑴ 松本城 

・ 松本城を多彩な視点で紹介し、その魅力を発信します。 

・ 松本城前史（小笠原氏城館群）から藩政期、廃藩置県を経て現代までの時代を取り扱

います。 

・ 藩主による政治的「まちづくり」の視点から、城下町の成り立ちや発展を紹介します。 

・ 現代まで残された松本城を、文化財保存の視点、未来に向けた「まちづくり」の視点で紹介し

ます。 

[展示内容（例）] 

・ 山城（小笠原氏城館群） 

・ 歴代松本城藩主とその治世 

・ 城下町の成り立ちと発展 

・ 筑摩県博覧会と松本城の保存運動 

⑵ 山・水・道 

・ 「自然と人とのかかわり」を中心に、古代から現代までを取り扱います。 

・ 時代により移り変わった「道」を通して、人やもの、情報の交流や流通の様子を紹介します。 

[展示内容（例）] 

・ 山の恵み（考古）、古代の牧や窯 

・ 近代登山と人々の営み 

・ 井戸や水道（江戸の木樋、近代水道設備の普及、城山の配水場） 

・ 河川運搬、川除普請、河川の氾濫と治水 

・ 古代木曽路、東山道、街道（善光寺、糸魚川、保福寺、野麦等）、通船、鉄道などの移り変わり 

⑶ 戦争と平和 

・ 軍都として発展した歩みを中心に近現代を取り扱います。 

・ 戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に伝えます。 
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【参考】全体展示計画案 

 

 [展示内容（例）] 

・ 軍都の前史（蚕糸業の発展・衰退）と発展（陸軍歩兵第 50 連隊、軍需工場疎開、陸軍松本飛

行場） 

・ 明治三十七、八年戦役紀念館（松本市立博物館の前身施設）と日露戦争 

・ 浅間温泉と特攻隊 

⑷ ものづくり・暮らし・学び 

・ 古代から現代までの時代を取り扱います。 

・ ものづくりの展開と暮らしの移り変わり、民間の中で育まれた学びの気質を紹介します。 

[展示内容（例）] 

・ 押絵雛、手まり、足袋、みすず細工、民芸・クラフトなど松本の特産 

・ 町屋、農村、山村の暮らし 

・ 寺子屋、話をきく会、郷土教育運動 

⑸ 祈りと祭り 

・ 原始から現代までの時代を取り扱います。 

・ 先人が祈りの対象にしたものや、人生儀礼や年中行事、祭礼の移り変わりを取り上げ、松本

の精神文化を紹介します。 

[展示内容（例）] 

・ 原始から現代までの信仰 

・ 国重要文化財孔雀文磬 

・ 七夕人形など国重要有形民俗文化財コレクション 

・ 路傍の石仏 

・ 現代人と習俗 
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⑵ 学習支援機能 

博物館では、収蔵資料を展示公開する以外に、講座・講演会・対談会・

ワークショップなど、様々な手法で市民の学習を支援しています。基幹

博物館では、学習支援機能を博物館の担う「ひとづくり」のための重要

な機能と位置付け、少人数のワークショップから大規模な講演会まで、

市民が主体となり気軽に利用できる学習環境を整備します。 

講師による情報提供が主になる講演会や、比較的参加人数が多いイベン

ト（シンポジウムやフォーラムなど）を開催できる場として講堂を、より

講師と参加者間のやり取りが緊密なワークショップや講座を開催できる

場として交流学習室を設けます。 

講堂の収容人数は、１５０名～２００名程度とします。 

交流学習室の収容人数は、６０名程度とします。 

松本学の探求拠点として、気軽に市民が博物館や松本のことを調べら

れるよう、館が有する情報を公開する場として、図書・情報室を設けま

す。 

「どこに、誰に聞いたらいいか分からない」状況を回避するため、レ

ファレンス（質問）対応を図書・情報室に集約します。 

なお、上記の点を含め、松本市基幹博物館施設構想策定委員会におい

ては、以下の事業・サービスの実施を想定し検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】実施予定事業・サービス案 

施設構想策定委員会において提案した事業案を一例として示したものです。 

 

事　業　名 事業別定員 回数(/年) 備　考

博物館友の会総会 210 1 友の会個人・法人会員210人組の理論値

発掘された松本　報告会 200 1 考古博物館、文化財課と連携

自習室 200 随時 事業のない日は机・椅子を並べ、学習用に開放

博物館資料・製作番組等上映会 ～200
土・日

or
随時

松本に関する映像（DVD等）上映
操作・誘導等々の人員対応要す。

分館・他課が主催する講演会 ～200 12 考古学ゼミナールなど。月1回程度

巡回・出前講座 150 2 県歴、藩領連携館等、市外の博物館との連携講座

学校見学受け入れ(昔の暮らし等) ～150 不定期 1学年3クラス以上の場合

修学旅行等の受入 100～150 不定期 展示室の見学+学芸員から説明

特別展開催記念講演会 100 2 特別展の規模、開催回数と連動

展覧会講座・講演会 100 2 特別展開催時の関連事業

博物館分館企画展記念講演会 100 4 分館が企画する講演会を開催してはどうか。

シンポジウム・パネルディスカッション ～100
随時

(年1～2回)

フォーラム ～100
随時

(年1～2回)

市民学芸員調査成果報告会 60～80 1

市民学芸員の会総会 65 1

特別展関連講座 60 １～2

復活 話をきく会 60 1 9月開催
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【参考】実施予定事業・サービス案 

 

 

事　業　名 事業別定員 回数(/年) 備　考

講演会・対談会・資料解説 ～60 3

勧館楽学対談 30～60 4 4季開催

松本藩領ミュージアム講演会＆見学会 50 3 一般参加者40名＋博物館職員他10名

所蔵資料スライドショー ～50
土・日

or
随時

操作・誘導等々の人員対応要す。

昔の暮らし（小学生対応） 40 随時 学校等の連携事業　2クラス以下の場合

市民学芸員ウォーキング講座 30 6 5名×6グループ　街歩き＋ＷＳ

市民学芸員の会　研修会 30 3 市民学芸員1/2出席想定

分館出張（体験）講座 30 6 化石レプリカ作りや勾玉作りなど

学芸員松本モノ語り 30 4 4季開催

学芸員の仕事体験講座 30 4 梱包体験や、パネル切りなどの体験を行う。

七夕人形づくり講座 30 2 七夕の時期にあわせて開催

制作体験 30 6
みすず細工・手まり・押絵雛など、博物館展示品に関するもの
の制作体験講座

昔の遊び体験 30 4 世代間交流をはかる

年間連続講座 20 12 年度ごとにテーマを設け、1年かけ見識を深める。

博物館友の会例会 20 12 友の会理事16名+事務局3～4名

友の会部会活動 20 30 古文書部会、環境歴史部会、刀剣部会など　10～15名

エムの会例会・博物館館ニュース発送作業 20 6 エムの会会員14名+博物館職員4～6名

市民ワークショップ ～20 4～10 1回あたりの開催日数により年間実施回数も変化

学芸員モノの見方講座 10～20 6 ２ヶ月に一回開催。学芸員持ち回り（分館含む。）

諸会議・打合せ 10～15 随時
業者打合せや友の会エムの会市民学芸員の会の打合せ（10
人以上の場合）

特別展周知印刷物発送 10 2 博物館職員4～6名+α

年中行事サービス 10 4 エムの会会員6～7名+博物館職員2～3名

市民学芸員の会（ウォーキング） 10 6 説明者控室

市民学芸員の会　部会別会議 ～10 ～4

市民学芸員の会　ボランティア解説 ～10 随時 資料を広げての説明で使用

市民学芸員の調査、打合せ ～10 随時

友の会部会活動、打合せ ～10 随時

市民学芸員の会（展示解説） 6 100 説明者控室

楽ちん見遊会打合せ 4 10

パソコン・データベースの利用 2～3 随時
検索用パソコンを設置
有料データベースを購入し、来館者へ提供

コピーサービス 1～2 随時 コピー代は利用者負担。要対応職員配置

視聴覚機器の持込み利用サービス 1～2 随時
旧メディア（ビデオ、カセットなど）閲覧用の機器を設置する。
原則は館蔵資料利用のみとするが、有料で持込み利用を可
能とする。

レファレンスサービス 1 随時
答えを教えるのではなく、調べ方を教えるサービス
要対応職員配置

図書の閲覧 ― 随時 館蔵図書の利用

視聴覚資料の利用 ― 随時 館蔵視聴覚資料の利用。職員へ申請が必要

大型資料受入、調査 - - 館収蔵資料や寄贈案件の資料を見る。

作品展示 - 随時 制作した作品の展示・事業紹介

資料受入、調査 - 随時 館収蔵資料や寄贈案件の資料を見る（大型資料）

県内外博物館視察、資料対応 - 随時 対外的な対応
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４ 交流・情報交換機能 

基幹博物館では、従来の展覧会や講座・講演会などの個人レベルの展

示・学習支援に加えて、交流・情報交換機能の充実を図ります。利用者の

博物館での学びが「ひとづくり」につながり、博物館で学ぶ人々の交流が

展開することで「まちづくり」の推進につながります。 

博物館サポーターなど市民のための活動場所や博物館による定期的な

活動発表の場を設けるなど、基幹博物館の目的を実現するための市民協働

の拠点とし、市民が気軽に立ち寄れる市民交流室を設けます。 

 

５ 集客・観光機能 

基幹博物館では、従来のように博物館利用者だけでなく、市民や観光客

の誰もが気軽に立ち寄れる雰囲気を醸し出す場を設けるなど、快適性を重

視します。人の集まりとそこで生まれる交流は「まちづくり」の拠点とも

なり、これが中心市街地の賑わいの創出につながります。 

博物館オリジナル商品や松本の伝統工芸品等を扱うミュージアムショップ

を設け、また、導入展示室で現在の松本の歴史・文化・自然を紹介するこ

とで、市内周遊に役立つ情報提供の場としての機能の充実も図ります。 

 

６ 共用スペース 

前記１～５のほかに、展示観覧者を含め、全ての来館者が使用する可能

性がある諸室を整備します。 

 

７ 施設管理 

博物館の管理運営に必要な諸室を整備します。 

なお、博物館の運営に関する諮問機関として松本市博物館協議会を設置

しており、協議会において、展開する事業等を踏まえながら、並行して協

議を進めます。 

 

８ 付帯施設等 

身体障害者用駐車スペース、駐輪場などを整備します。 

ユニバーサルデザインに対応した施設整備とします。  
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第４章 施設機能と諸室 

30 

 

９ 基幹博物館の諸室構成   

⑴ 機能・諸室構成（概念図） 

【図５ 基幹博物館の機能図（案）】 

 

 

※ 本図は諸室間の関係性を示したものであり、施設内の平面配置を規定するものではありません。 

 

子ども向け 
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【図６ 基幹博物館の全体構成（案】】 

 

 
 

 

  

※ 本図は諸室間の関係性を示したものであり、施設内の平面配置を規定するものではありません。 

 

子ども向け 
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⑵ 諸室・設備一覧 

機能 室名 
機能別 

面積 
主な用途 

収集 

・ 

保存 

一般収蔵庫① 

1,940㎡ 

程度 

・ 温湿度管理が必要な資料を収蔵 

・ 温湿度の別管理が必要な資料は、個別ケースで管理 一般収蔵庫② 

特別収蔵庫 ・ 借用資料等の保管及び展示期間中の梱包材の保管 

一時保管庫 ・ 寄贈資料の一時保管、庫内燻蒸可能な仕様とする。 

トラックヤード 
・ 資料の搬出入を行うトラックの出入口スペース 

・ 10 トントラック（美術品運搬専用車）の出入が可能な仕様とする。 

荷解室・前室 
・ 資料の開梱、梱包。高所作業車や台車類等の保管 

・ 前室は庫内の環境を安定させる部屋 

エレベーター ・ 来館者用と区別した、資料搬出入用エレベーターの設置 

常設展示・前室 ・ 常設展示替え資料・可動ケース等の保管 

特別展示・前室 ・ 特別展示替え資料・可動ケース等の保管 

展示倉庫 ・ 可動展示ケース、展示資材等の保管 

器材庫 ・ ワイヤーワゴン、照明ワゴン等の保管 

調査 

・ 

研究 

調査研究室 

280㎡ 

程度 

・ 学芸員の調査研究活動に利用 

図書室（学芸） 
・ 調査研究活動用の書庫で、来館者が利用する図書・情報室とは区別して

設ける。 

資料室（撮影等） 
・ 学芸員の調査研究作業や資料・資材を保管する。 

・ 資料の撮影室を兼ねる。 

資料室（調査等） ・ 特別観覧対応や聞き取り調査などに利用する。 

展示 

・ 

学習 

支援 

導入展示室 

2,500㎡ 

程度 

・ その時々の松本の今を発信し、市民や観光客に松本の魅力を伝える。 

常設展示室 ・ 収蔵資料を中心に、松本の歴史や文化、民俗などを体系的に伝える。 

子ども向け展示室 
・ 松本の歴史・文化、自然をテーマに、遊びや体験の中から「発見する喜び」を

未就学児でも感じられる体験展示を提供する。 

特別展示室 ・ 特別展示、企画展示を行う。 

市民ギャラリー展示スペー

ス 
― 

・ 市民の学習・研究成果を発表する展示等を行う。 

・ 共用スペース等を活用する。 

博物館活動の展示 ― 
・ 博物館の活動自体を展示する。 

・ 収蔵庫や事務室を活用する。 

講堂 

560㎡ 

程度 

・ 大規模な講演会、シンポジウムを開催する。 

・ 民俗行事等の記録映像の放映や自習室としての開放も行う。 

（収容人数 150名～200名程度） 

交流学習室 
・ 講座やワークショップに利用。小規模な講演会も開催可能 

（収容人数 60名程度） 

図書・情報室 

・ 市民等が博物館や松本に関する調べ物を自由にできる開架書庫、図書閲

覧、図書・資料検索の場として利用(開架 25,000冊) 

・ レファレンスサービスを集約する。 

交流 

・ 

情報 

交換 

市民交流室 
・ 友の会、市民学芸員、ボランティアグループ等、博物館のサポーターが利用・

交流する場とする。 
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集客 

・ 

観光 

ミュージアムショップ 

270㎡ 

程度 

・ 来館記念となる商品、博物館のテーマに関する書籍、松本の伝統工芸品の

紹介・販売など 

ショップ倉庫 ・ ミュージアムショップの在庫商品や什器用の倉庫 

授乳室（赤ちゃん休憩

室） 
・ 授乳やオムツ交換を行う。 

救護室 ・ 館内で気分が悪くなったり、怪我をした来館者等の救護を行う。 

共用ス

ペース 

トイレ 

― 

・ 各階に設置 

エレベーター ・ 資料搬出入用と区別した、来館者用エレベーターの設置 

ロッカー 
・ 多様な来館者を想定し、大中小など３、４種類程度のロッカーを用意する。

ロッカー室の配置場所については、開館時間等を勘案しながら検討する。 

フリースペース 
・ エントランス等の空いた空間に椅子・ソファ・畳などを置き、来館者が足を休ま

せられるような場の設置 

受付 

・ 観覧チケットの販売 

・ 来館者に対する簡単な案内など 

・ エントランス内に設置 

施設 

管理 

事務室 

900㎡ 

程度 

・ 現在の庶務係が事務を行う。 

応接室 
・ 来客対応 

・ 講座・講演会の講師の控え室としての利用 

事務用書庫 ・ 管理運営に係る業務日誌や諸帳簿の保管 

事務・管理用倉庫 

・ 予備の物品（蛍光灯など）や工具・器具（脚立等）、日常的な管理で

用いる物品の保管。商品を保管するミュージアムショップ倉庫とは別に整備 

・ 倉庫内に、地域の防災支援の一環とした、災害時常備品の保管の検討 

会議室（2室） 

・ 日常的な館の運営等に関する打合せに利用するほか、友の会の理事会など

博物館関連団体の会議にも利用 

・ 講座や講演会の講師の控室としても利用 

給湯室、更衣室（男女

別）、トイレ 
・ 職員及び関係者用 

博物館公用車駐車場 ・ 自動車２台分 

受付・監視職員控室 

・ 展示面積等の拡大に伴い、券売とモギリ（チケット確認）の分業化、監視

職員の配置等が予想される。直営・委託にかかわらず、現行の諸室では不足

が予想される。 

警備・中央監視室 

・ 施設の大型化に伴い、防犯カメラや警備システムの設置箇所が大幅に増加

することが予想され、そうしたシステムの統御・監視を行う場が事務室とは別に

必要 

電気室、機械室 ・ 施設の大型化に伴い、両室ともに大型化することが予想される。 

委託業者控室（２室） 
・ 施設の大型化に伴い、空調設備の複雑化・専門化が予想され、既存の清

掃業務委託に加え、施設設備メンテナンスの業務委託が予想される。 

附帯 

施設等 

身体障害者用駐車場 ―  

駐輪場 ― ・ 利用者の駐輪場 

屋外広場 ―  

合 計 
最大

8,000㎡ 
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第５章 開館に向けて    

１ 今後の整備スケジュール   

年度 全体工程 建築 展示 

平
成
２
８
年
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２
９
年
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埋蔵文化財調査   

展示施工 

建築 
基本設計 

建築 
実施設計 

建築 
工事 

建築 
設計監理 

展示制作・
施工 

空調運転 
・ 

空気環境 
調整期間 空気環境 

調整期間 

施

設

構

想 

基

本

設

計

・

実

施

設

計 

建

築

工

事

・

展

示

制

作 

準

備

期

間 

基幹博物館オープン 

展示 
基本設計 

展示 
実施設計 
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２ 博物館整備に伴う留意点   

⑴ 移転に備えた資料登録作業の推進 

基幹博物館への収蔵に備えた収蔵資料の全貌把握と選別など、未登録

資料の登録と並行しながら、時間と手間の掛かる作業を早急に進める必

要があります。 

⑵ 市民要望の把握 

松本市基幹博物館施設構想の策定に伴い実施したアンケート調査や 

ワークショップなどを今後も継続するなど、更に市民要望の把握に努め

る必要があります。 

開館までの期間は、博物館運営の担い手である市民サポーターの育成

期間でもあると捉え、一過性に終わらない市民との協働体制を築くこと

を念頭に日常的な事業を進める必要があります。 

⑶ 協働の体制づくり 

開館後の協働体制を視野に入れ、市内関連施設、学校団体、大学及び

専門研究機関との連携事業を実施します。 

⑷ 事業費の縮減への努力 

松本市が「将来世代のためのハード整備」として行う基幹博物館整備

については、積極的に補助金・起債を活用することとします。基本設計・

実施設計を進める中で、財源確保の取組みに併せ、施設規模の変更（延

床面積縮小・諸室の室数縮小・分棟化など）や整備スケジュールの見直

しも検討します。 

また、整備事業を進める全ての段階において整備事業費の縮減に努め

ます。 
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資料編    

１ 松本市基幹博物館施設構想策定委員会における、目指すべき博

物館についての議論 

松本市基幹博物館建設計画の策定に当たっては、松本市基幹博物館施設構 

想策定委員会（以下「委員会」という。）において、理想とされる博物館づ

くりのためには、どのような施設を構想すればよいのかを議論いただきなが

ら、諸室要件等を含めた詳細な検討など、技術的な助言を得ながら進めまし

た。 

以下、委員会で議論された目指すべき博物館について、紹介します。 

 

⑴ 市民主体の博物館 

「博物館は誰のためのものか？」は、理想とする博物館の根底の論議で

す。初回の委員会で議論され、以後の施設構想を検討する中で常に議論の

根幹としてきた命題です。委員会では、基幹博物館は松本市民のための博

物館であることを第一とし、利用者を松本市民と想定して施設構想を考え

ていくこととしました。 

この市民を第一に考えることは、様々な理由で松本を訪れる人たちをお

ろそかにすることでなく、市民が愛し誇りとするものを訴えることこそが、

外から訪れる人々にとっても博物館の魅力になると考えます。 

⑵ 博物館の役割 

「松本市民のための博物館」を委員会で議論する中で、各委員からは博

物館が市民に対して果たすべき役割（場）について多くの意見が出されま

した。 

具体的には、「博物館は、自ら学びに行く場所であり、人を案内したくな

る場所」、「名刺として使われる博物館」、「まちなかへ誘う入口としての場

所」、「地元に帰ってきたいと思えるようにする場所」、「地域に対する自信

を与える場所」、「問題解決能力を育むための場所」、「この町と人の歴史を

確認できる場所」などがあり、従来の展示を中心とする教育施設を超えて

博物館に多くの役割が望まれていることを再確認しました。 
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２ 市民アンケート 

（第４回松本市基幹博物館施設構想委員会資料の一部を引用） 
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別紙１ 
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３ 市民ワークショップ 

⑴ 新しい博物館について みて・考えて・語り合うワークショップ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催概要】 

１ 目的  

松本市基幹博物館の構想案を市民に評価していただくことで、構想策定過程への参画

機会をパブリックコメントとは別に新たに創出し、新しい博物館への興味関心を高める。 

２ 参加者募集方法 

市民アンケート協力者の中から、参加希望者を募集 

３ 開催日時 

平成２８年１２月４日（日）、１０日（土）の２日間開催 

４ 内容 

１日目 博物館視察、博物館の課題抽出（グループワーク） 参加１３人 

２日目 新しい博物館に必要な提案（未来新聞の作成）（グループワーク） 

市民による構想案の評価             参加１５人 
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１日目 博物館の課題抽出（４グループ） 
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２日目 未来新聞（基幹博物館開館初日を報道する新聞を想像してみよう。）（４グループ） 
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２日目 市民による構想案の評価（４グループ） 
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⑵ 新しい博物館を考える市民のワークショップ 

（お城周辺地区まちづくり推進協議会・歩いてみたい城下町まちづく

り連合会） 
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４ 所蔵資料の現状 

  ⑴ 所蔵資料の現状 

【表１ 松本市立博物館の資料受入数】 ※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表２ 合併 5地区保管の歴史・民俗資料】 

資料所在 点数 資料種類 備考 

四賀地区 約 13,500 

歴史、民俗、考古、

はかり、剥製、化

石 

保管場所：小学校等 4カ所 

梓川地区 約 500 歴史、民俗、考古 
保管場所：旧梓川民俗資料館保管庫・

梓川アカデミア館 

安曇地区 約 540 

歴史、民俗、考古、

自然資料、美術資

料 

保管場所：安曇資料館 

奈川地区 約 1,600 歴史、民俗、考古 保管場所：旧奈川歴史民俗資料館 

波田地区 
約 250 歴史、民俗 

保管場所：旧波田町役場庁舎 

約 300 箱 考古 

 

 

資料分類 点数 資料種類 備考 

総記 9,123 
写真資料、展示用

製作物 等 

紙焼き、ガラス乾板、フィルム 

パネル、模型、ジオラマ 

考古 23,148 土器、石器 等 国重要文化財 孔雀文磬（1点） 

歴史 23,155 古文書、書簡 等  

民俗 36,613 産業、信仰 等 

七夕人形コレクション（45点） 

民間信仰資料コレクション（293点） 

農耕用具コレクション（79点） 

美術 3,698 書、陶芸 等  

その他 20,390 

自然  

民芸  

文学  

合計 116,127  ※２ 

※１ この他に、受け入れ手続きが未了の資料有り（段ボール箱換算：約 500 箱×推定 1 箱につき約 10 点＝約 5,000 点）。 

※２ 別途、図書資料 47,882 冊 
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⑵ 所蔵資料の状況（国指定文化財より） 

ア 国重要文化財 孔雀文磬 

     
イ 国重要有形民俗文化財 七夕人形コレクション（一部） 

 
ウ 国重要有形民俗文化財 民間信仰資料コレクション（一部） 

 
エ 国重要有形民俗文化財 農耕用具コレクション（一部） 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市基幹博物館建設計画 

平成２９年３月 

作   成 松本市 

作成協力 （株）乃村工藝社 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


